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本
会
議
委
員
会

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を

ま
す
。

本
会
議・委
員
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
放
映
を
行
っ
て
い
ま
す
。

令和６年（２０２4年）7月３０日

本
会
議
の
　

本
会
議
の
　

　
質
疑
か
ら

　
質
疑
か
ら

予
　
算

予
　
算

	

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入

費
補
助
事
業
（
第
２
弾
）

　
議
員
　
補
助
件
数
の
内
訳
は
。

高
校
生
枠
を
設
定
し
た
理
由
は
。

　
防
災
安
全
部
長
　
補
助
件
数
３

０
０
０
件
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、

市
内
在
住
ま
た
は
在
学
の
高
校
生

を
対
象
と
し
た
高
校
生
枠
と
し
て

１
０
０
０
件
、
高
校
生
枠
以
外
の

市
内
在
住
の
方
を
対
象
と
し
た
一

般
枠
と
し
て
２
０
０
０
件
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
高
校
生
枠
を
設
定

し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
23
年
度

実
施
し
た
事
業
に
お
い
て
、
高
校

生
の
申
請
が
全
体
の
２
％
と
少
な

い
結
果
と
な
っ
た
こ
と
及
び
東
京

都
教
育
委
員
会
が
24
年
４
月
か
ら

全
て
の
都
立
高
校
に
お
い
て
、
自

転
車
通
学
時
の
自
転
車
用
ヘ
ル
メ

ッ
ト
の
着
用
を
求
め
る
こ
と
と
し

た
こ
と
か
ら
、
高
校
生
に
重
点
を

置
い
た
補
助
事
業
と
し
ま
し
た
。

町
田
タ
ー
ミ
ナ
ル
プ
ラ
ザ
費

　
議
員
　
目
的
、
内
容
、
算
出
根

拠
は
。

　
経
済
観
光
部
長
　
町
田
タ
ー
ミ

ナ
ル
プ
ラ
ザ
の
飲
食
店
舗
の
原
状

回
復
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
、
早

期
に
次
の
店
舗
募
集
を
開
始
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

債
務
不
履
行
に
よ
り
契
約
解
除
と

な
っ
た
店
舗
が
立
ち
退
き
の
際
に

店
舗
の
原
状
回
復
義
務
を
果
た
さ

ず
、
市
か
ら
の
再
三
の
要
請
に
も

応
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
市
が
代
わ

っ
て
工
事
を
行
う
も
の
で
す
。
内

容
に
つ
い
て
は
、
原
状
回
復
工
事

を
行
う
た
め
の
設
計
委
託
料
及
び

撤
去
工
事
費
で
す
。
算
出
根
拠
に

つ
い
て
は
、
設
計
委
託
料
、
撤
去

工
事
費
と
も
に
事
業
者
か
ら
の
見

積
り
を
参
考
に
算
出
し
て
い
ま
す
。

未
就
園
児
預
か
り
推
進
事
業

　
議
員
　
利
用
料
金
に
つ
い
て
、

収
入
や
家
庭
の
状
況
等
に
応
じ
た

軽
減
な
ど
は
実
施
さ
れ
る
の
か
。

　
子
ど
も
生
活
部
長
　
本
事
業
の

利
用
料
金
は
、
一
時
預
か
り
事
業

な
ど
他
の
類
似
す
る
サ
ー
ビ
ス
と

比
べ
、
低
額
で
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
１
時
間
当
た
り
３

０
０
円
程
度
と
し
て
お
り
、
よ
り

多
く
の
方
が
利
用
い
た
だ
け
る
よ

う
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

24
年
度
に
お
い
て
は
、
応
能
負
担

の
考
え
に
基
づ
い
た
利
用
負
担
の

軽
減
の
実
施
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
に
つ
い
て
は
、
26
年
度
の
国

の
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
（
仮

称
）
の
本
格
実
施
を
見
据
え
て
、

モ
デ
ル
事
業
に
取
り
組
む
中
で
、

市
民
ニ
ー
ズ
等
の
把
握
に
努
め
な

が
ら
、
収
入
や
家
庭
状
況
等
に
応

じ
た
利
用
者
負
担
の
軽
減
の
実
施

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
議
員
　
利
用
者
の
募
集
と
選
定

方
法
は
。
周
知
方
法
は
。

　
子
ど
も
生
活
部
長
　
利
用
者
の

募
集
は
各
園
で
行
い
、
利
用
月
の

前
月
15
日
が
申
込
み
期
限
と
な
っ

て
い
ま
す
。
定
員
の
枠
内
の
申
込

み
の
場
合
は
選
定
を
行
い
ま
せ
ん

が
、
定
員
枠
を
超
え
る
申
込
み
と

な
っ
た
場
合
に
は
、
各
園
で
抽
選

に
よ
り
決
定
す
る
予
定
で
す
。
事

業
の
周
知
方
法
に
つ
い
て
、
「
広

報
ま
ち
だ
」
６
月
１
日
号
や
ま
ち

だ
子
育
て
サ
イ
ト
で
掲
載
の
ほ
か
、

町
田
市
公
式
の
Ｘ
の
子
ど
も
・
子

育
て
情
報
で
事
業
の
周
知
を
行
っ

て
い
ま
す
。
今
後
に
つ
い
て
も
、

子
ど
も
セ
ン
タ
ー
等
で
の
ポ
ス
タ

ー
掲
示
、
チ
ラ
シ
配
架
な
ど
も
予

定
し
て
い
ま
す
。

可
決
し
た
主
な

可
決
し
た
主
な

議
案
の
内
容

議
案
の
内
容

第
56
号
議
案
　
町
田
市
手
数

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

建
築
基
準
法
施
行
令
及
び
宅
地

造
成
等
規
制
法
の
改
正
に
伴
い
、

関
係
す
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

第
57
号
議
案
　
町
田
市
市
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
、

関
係
す
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

第
58
号
議
案
　
町
田
市
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
人
員

及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
改
正

に
伴
い
、
関
係
す
る
規
定
を
整
備

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る

も
の
で
す
。

第
59
号
議
案
　
町
田
市
指
定

介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
の
基
準
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
改
正

に
伴
い
、
関
係
す
る
規
定
を
整
理

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る

も
の
で
す
。

第
60
号
議
案
　
町
田
市
立
保

育
園
設
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

町
田
市
立
保
育
園
に
お
い
て
、

地
域
の
保
育
ニ
ー
ズ
の
増
減
に
応

じ
、
柔
軟
か
つ
迅
速
に
定
員
を
調

整
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

第
61
号
議
案
　
町
田
市
家
庭

的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び

運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

国
が
定
め
る
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
す
る
規

定
を
整
備
す
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
す
。

第
62
号
議
案
　
町
田
市
住
居

表
示
の
実
施
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

住
居
表
示
の
実
施
に
伴
い
、
関

係
す
る
条
例
３
本
を
一
括
し
て
整

理
す
る
た
め
、
制
定
す
る
も
の
で

す
。第

63
号
議
案
　
町
田
市
宅
地

開
発
事
業
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
改
正
に

伴
い
、
関
係
す
る
規
定
を
整
理
す

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

第
64
号
議
案
　
町
田
市
地
区

計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建

築
物
の
制
限
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
「
町
田
都
市
計
画
金
井
関
山
地

区
地
区
計
画
」
の
都
市
計
画
変
更

に
伴
い
、
関
連
す
る
規
定
を
整
理

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る

も
の
で
す
。

請
願
の
処
理
経
過

請
願
の
処
理
経
過

及
び
結
果
報
告

及
び
結
果
報
告

　

令
和
６
年
（
２
０
２
４
年
）
第

１
回
町
田
市
議
会
定
例
会
に
お
い

て
採
択
さ
れ
た
、
請
願
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
ち
だ
の
新
た
な
学
校
づ
く

り
推
進
計
画
に
お
い
て
、
子

ど
も
の
意
見
表
明
の
実
施
を

求
め
る
請
願

経
過
及
び
結
果

　

教
育
委
員
会
で
は
、
子
ど
も
の

意
見
表
明
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
も
、

学
校
名
、
校
歌
・
校
章
に
加
え
、

学
校
の
中
や
校
庭
に
あ
っ
た
ら
う

れ
し
い
も
の
な
ど
、
新
た
な
学
校

づ
く
り
の
過
程
に
お
い
て
、
子
ど

も
た
ち
か
ら
の
様
々
な
声
を
聴
き

な
が
ら
、
新
た
な
学
校
づ
く
り
を

進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
本
請
願
が
採
択
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
て
、
教
育
委
員
会

で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
「
新
た
な

学
校
づ
く
り
推
進
計
画
」
を
策
定

す
る
に
至
っ
た
背
景
及
び
目
的
等

を
説
明
す
る
機
会
を
設
け
て
ま
い

り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
た

ち
が
、
こ
れ
か
ら
の
町
田
の
学
校

に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
や
、

ど
の
よ
う
な
学
校
に
な
っ
た
ら
よ

い
か
等
の
意
見
を
表
明
す
る
機
会

を
創
出
い
た
し
ま
す
。

　町田市議会では、議場傍聴席モニター・本会議中継における字幕表示の開始や議
場カメラ等のデジタル化に伴う中継映像の画質向上等、傍聴・視聴環境を整備して
います。
　また、市議会ホームページでは、会議録の検索、議会の会期日程や議案の審議結
果等の最新情報、議員の紹介、過去の市議会だよりなどを掲載しています。また、本
会議、常任委員会や特別委員会のライブ中継、録画配信もインターネットで行って
います。スマートフォンやタブレット端末でもご覧いただけます。

町田市議会を傍聴・視聴しませんか？

字幕表示モニター〈議場傍聴席設置〉 本会議ライブ中継

　

６
月
25
日
に
開
催
さ
れ
、
次
の

付
議
事
件
に
つ
い
て
審
査
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

付
議
事
件

①
議
員
の
調
査
活
動
等
に
関
す
る

事
項

②
議
会
の
権
能
・
機
能
強
化
に
関

す
る
事
項

③
議
会
の
情
報
提
供
に
関
す
る
事

項

	

の
調
査
・
検
討

　

町
田
市
議
会
で
は
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
対
策
と
し
て
、
５
月
１
日
か
ら

10
月
31
日
ま
で
軽
装
で
議
会
運
営

を
進
め
て
お
り
ま
す
。
ご
理
解
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

議
会
で
の
夏
期

軽
装
に
つ
い
て

　

全
国
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村

の
議
会
（
回
答
数
１
５
６
２
議

会
）
を
対
象
に
行
っ
た
議
会
改
革

度
調
査
２
０
２
３
で
、
町
田
市
議

会
は
、
東
京
都
２
位
に
ラ
ン
キ
ン

グ
さ
れ
ま
し
た
。

　

早
稲
田
大
学
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
研

究
所
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
57
項

目
の
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
全
国

で
情
報
共
有
９
位
、
住
民
参
画
25

位
、
議
会
機
能
強
化
96
位
と
な
り
、

総
合
で
34
位
に
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ

ま
し
た
。

「
議
会
改
革
度
調
査
」が

発
表
さ
れ
ま
し
た

町田市議会の会議録
　町田市議会のホームページ、
市庁舎３階の議会図書室又は
お近くの図書館でご覧いただ
くことができます。
（本定例会の会議録は、次回
定例会開催前までに完成予定
です。）

第
17
期

町
田
市
議
会
改
革
調
査 

特
別
委
員
会
を
開
催

　本会議や委員会の傍聴を希望する聴覚等に障がいのある方に、手話通訳
者や要約筆記（ノートテイク）者の派遣を行っています。希望される場合
は、傍聴希望日の８日前（土・日曜日及び祝日を除く）までに、ＦＡＸ
（050-3161-7663）で議会事務局までお申し込みください。
　なお、手話通訳者及び要約筆記者の確保ができない場合もありますので、
あらかじめご了承ください。
申込内容
・希望する派遣の種類
　（手話通訳又は要約筆記）
・住所
・氏名
※申込者以外にも手話通訳及び要約筆記を希望される方がいる場合は、他
○名と記載してください。
・傍聴希望の日時又は内容

手話通訳・要約筆記（ノートテイク）を
希望する方へ


